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(57)【要約】
【課題】不安定な走行状態を確実に回避することができ
るメカナムホイール、およびそのようなメカナムホイー
ルを備えた車両を提供する。
【解決手段】本発明のメカナムホイールは、共通の駆動
シャフト３３を介して駆動可能な第１および第２リム２
，３を備える。いずれのリム２，３も、周方向に連なっ
て回転自在に取り付けられた複数のローラ４を支持して
いる。第１リム２と第２リム３とは、第１リム２と第２
リム３との間の限定された相対運動を可能にするように
形成された制動手段７を介して接続されている。制動手
段７は、第１リム２と第２リム３との間の制動され、限
定された相対運動を、周方向、メカナムホイール回転軸
心９に直交する方向、第１リム回転軸心および／または
第２リム回転軸心２５に直交する方向、ならびに相対的
に傾斜する方向のうちの少なくとも１つの方向において
可能にするように形成されている。
【選択図】図１



(2) JP 2014-526419 A 2014.10.6

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　周方向に連なって配置された複数のローラ（４）を支持する第１リム（２）を備え、こ
れらの各ローラ（４）は、第１リム回転軸心（２４）に対して傾いたローラ回転軸心（３
８）を中心として回転自在に取り付けられており、
　第２リム（３）が、前記第１リム（２）とともに、共通の駆動シャフト（３３）を介し
て駆動可能であり、
　前記第２リム（３）は、周方向に連なって配置された複数のローラ（４）を支持してお
り、これらの各ローラ（４）は、第２リム回転軸心（２５）に対して傾いたローラ回転軸
心（３８）を中心として回転自在に取り付けられており、
　前記第２リム（３）は、前記第１リム（２）と当該第２リム（３）との間の限定された
相対運動を可能にするように形成された制動手段（７）を介して、前記第１リム（２）に
接続されている、メカナムホイールにおいて、
　前記制動手段（７）が、前記第１リム（２）と前記第２リム（３）との間の制動され、
限定された相対運動を、周方向、メカナムホイール回転軸心（９）に直交する方向、前記
第１リム回転軸心および／または前記第２リム回転軸心（２５）に直交する方向、ならび
に相対的に傾斜する方向のうちの少なくとも１つの方向において可能にするように形成さ
れていることを特徴とする、メカナムホイール。
【請求項２】
　請求項１に記載のメカナムホイールにおいて、
　前記制動手段（７）が、前記第１リム（２）および／または前記第２リム（３）に連結
固定された、エラストマー製の少なくとも１つの制動要素（１３，１４）を含むことを特
徴とする、メカナムホイール。
【請求項３】
　請求項２に記載のメカナムホイールにおいて、
　前記制動手段（７）が、前記少なくとも１つの制動要素（１３，１４）を支持する支持
部材（８）を含み、好ましくは、この支持部材（８）は、前記第１リム（２）と前記第２
リム（３）との間に設けられており、好ましくは、この支持部材（８）が、前記第１リム
（２）および前記第２リム（３）に共通の前記駆動シャフト（３３）に連結されているか
または連結可能であることを特徴とする、メカナムホイール。
【請求項４】
　請求項３に記載のメカナムホイールにおいて、
　前記支持部材（８）が、複数の延設部（３９）を介して前記制動要素（１３，１４）に
係合しており、好ましくは、当該延設部（３９）が、メカナムホイール回転軸心（９）と
平行に延びていることを特徴とする、メカナムホイール。
【請求項５】
　請求項１から４のいずれか一項に記載のメカナムホイールにおいて、
　前記第１リム（２）の少なくとも１つのローラ（４）および／または前記第２リム（３
）の少なくとも１つのローラ（４）、好ましくは、すべてのローラ（４）が、互いに独立
して回転自在に取り付けられた少なくとも２つの部分ローラ（５，６）を有しており、好
ましくは、前記第１リム（２）のローラ（４）および／または前記第２リム（３）のロー
ラ（４）は、樽形状であることを特徴とする、メカナムホイール。
【請求項６】
　請求項５に記載のメカナムホイールにおいて、
　ローラ（４）の２つの部分ローラ（５，６）が、部分ローラ対を形成しており、当該部
分ローラ対の部分ローラ（５，６）が、これら部分ローラ（５，６）間に設けられた支持
体（１９）に保持されていることを特徴とする、メカナムホイール。
【請求項７】
　請求項６に記載のメカナムホイールにおいて、
　前記支持体（１９）が、前記部分ローラ（５，６）内に延在しており、さらに、各側に
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延出する支持体延出部、特に、転がり軸受（２０，２１）をそれぞれ支持する支持体延出
部を有しており、各支持体延出部は、それぞれ自由端部を有することを特徴とする、メカ
ナムホイール。
【請求項８】
　請求項６または７に記載のメカナムホイールにおいて、
　部分ローラ対の部分ローラ（５，６）が、同一の仮想的なローラ回転軸心（３８）を中
心として、または、相対的に傾いた異なるローラ回転軸心（３８）を中心として、互いに
独立して回転自在であることを特徴とする、メカナムホイール。
【請求項９】
　請求項６から８のいずれか一項に記載のメカナムホイールにおいて、
　部分ローラ対の部分ローラ（５，６）が、相異なる表面構造および／または相異なる表
面材料を有することを特徴とする、メカナムホイール。
【請求項１０】
　請求項１から９のいずれか一項に記載のメカナムホイールにおいて、
　前記第１リム（２）のローラ（４）と前記第２リム（３）のローラ（４）とが、相異な
る表面構造および／または相異なる表面材料を有することを特徴とする、メカナムホイー
ル。
【請求項１１】
　請求項１から１０のいずれか一項に記載のメカナムホイール（１）を少なくとも１つ備
えた車両であって、
　当該メカナムホイール（１）に、メカナムホイール回転軸心（９）を中心として当該メ
カナムホイール（１）を駆動する駆動部（２６）、好ましくは電気駆動部が割り当てられ
ている車両。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の車両において、
　前記メカナムホイール（１）、特に、前記メカナムホイール（１）の前記駆動部（２６
）に、支承アーム（３０）が割り当てられており、この支承アーム（３０）は、好ましく
はねじりばね要素（３４）により、前記メカナムホイール回転軸心（９）から離間したね
じり軸心（ＴＡ）を中心として、限定された角度範囲で、制動された回動が可能であり、
および／または、前記ねじり軸心（ＴＡ）に直交して延びる第２の支承軸心を中心として
偏向が可能であることを特徴とする、車両。
【請求項１３】
　請求項１１または１２に記載の車両において、
　乗用車両および／または多用途車両として構成されていることを特徴とする、車両。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、機械的な操舵をせずとも全方向に運転操縦することができるメカナムホイー
ルに関する。このメカナムホイールは、請求項１の前提部に記載されているように、周方
向に連なって配置された複数のローラを支持する第１リムを備えており、これらの各ロー
ラは、第１リム回転軸心に対して傾いたローラ回転軸心を中心として回転自在に取り付け
られている。つまり、ローラは、第１リム回転軸心に対して傾いたローラ回転軸心を中心
として回転することができる。本発明は、さらに、請求項１１に記載されているように、
そのようなメカナムホイールを複数備えた車両に関する。
【背景技術】
【０００２】
　メカナムホイールは広く知られている。メカナムホイールのリムの外周には、複数のロ
ーラ（原則として、樽形状のローラ）が回転自在に取り付けられている。これらのローラ
は、リムの軸心（したがって、メカナムホイールの軸心）に対しておよそ４５°の角度で
、回転自在に取り付けられている。地面には、リムではなくて、ローラだけで接触する。
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ローラは、直接の駆動部を有さずに、それぞれのローラ回転軸心を中心として自由に回転
できるようになっている。反対に、メカナムホイール全体としては、回転方向および回転
速度を変化させることができる駆動モータによって駆動されるようになっている。メカナ
ムホイール車両は、通常、４つのメカナムホイールを四角形状の配置構成で装備している
。通常のメカナムホイール車両では、傾いた複数のローラ回転軸心が、支持平面上におい
て、車両中央に向かって星形状を形成しているか、または、円周の投影を形成している。
既述のように、各メカナムホイールの回転速度および回転方向は個別に駆動される。路面
に作用する力に関し、メカナムホイールごとに個別に回転方向を選択することにより、可
動ローラによって形成される二方向のベクトルが形成され、それが他のメカナムホイール
のベクトルと合計されることにより、車両全体としての移動方向が決まる。メカナムホイ
ールの基本原理は、例えば、特許文献１に記載されている。
【０００３】
　これまでに、メカナムホイール駆動方式を発展または普及させようと様々な試みがなさ
れてきたが、失敗に終わった。いくつかの例として、メカナムホイール車両は、運搬車両
、移動が自由に行えない人のための車椅子、輸送車両などや、ロボット工学用のものが開
発された。同技術の発展は不成功に終わっているが、その理由はおそらく次のようなもの
である：メカナムホイールが回転する際、周方向に隣接する２つのローラ間で地面または
路面との接触が１つのローラから次のローラに移るときに、車両が「浮いている」不安定
な走行状態、すなわち、車両が所望の走行経路を安定して進めない走行状態が一時的に発
生する。
【０００４】
　特許文献２には、既知のメカナムホイール車両が記載されている。この車両の各メカナ
ムホイールは、共通の駆動シャフト周りに回転可能な２つのリムを備えており、これらの
リムは、その共通の駆動シャフトの軸心に沿って相対的に調節可能なものとされ、この相
対的な調節によってブレーキをかける。つまり、上記２つのリムがそれぞれ相手に向けて
調節されることにより、一方のリムのローラが他方のリムに接触し、ブレーキがかかる。
しかしながら、同文献に記載された方法では、従来のメカナムホイール車両の走行挙動を
改善することはできない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】独国特許出願公開第２１５３０１９号明細書
【特許文献２】国際公開第２０１１／１１３５６２号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　以上のような先行技術に鑑みて、本発明の基礎となる目的は、不安定な走行状態を確実
に回避することができるメカナムホイールを提供することである。このようなメカナムホ
イールは、平面でない地面や路面を走行するのに極めて適している。本発明のさらなる目
的は、そのようなメカナムホイールを備えた車両を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記の目的は、請求項１の構成を備えたメカナムホイールによって達成される。すなわ
ち、汎用のメカナムホイールについて、これを第１リムに加えて第２リムを備えるものと
し、これら２つのリムを、そのメカナムホイールに連結されたまたは連結可能である駆動
シャフトを介して一緒に（一体となって）回転できるように、接続する。前記第２リムは
、前記第１リムと同様に、周方向に連なって配置された複数のローラを具備しており、こ
れらの各ローラは、第２リム回転軸心に対して傾いた回転軸心を中心として回転自在に取
り付けられている。つまり、前記第２リムにも、第２リム回転軸心に対して傾いたローラ
回転軸心を中心として回転する複数のローラが設けられる。本発明では、これら２つのリ
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ム（第１リムおよび第２リム）が、それら第１リムと第２リムとの間の限定された相対運
動を可能にするように形成された制動手段（damping means ）を介して、接続されている
。また、本発明では、前記制動手段が、少なくとも前記２つのリムの間の制動され（damp
ened）、限定された相対運動を、周方向において可能にするように形成されている。事実
、それらのリムは、限定された程度において相対回転をすることができる。これに代えて
、または、好ましくはこれに加えて、前記制動手段は、それらのリムについて、一種の相
対的なせん断運動（shearing movement ）または平行移動を可能にする。すなわち、前記
制動手段は、それらリムの相対運動を、メカナムホイール回転軸心に直交する方向におい
て、および／または、第１リム回転軸心に直交する方向において、および／または、第２
リム回転軸心に直交する方向において可能にする。これに代えて、または、好ましくはこ
れに加えて、前記制動手段は、上記２つのリム回転軸心の相対的な傾斜運動（tilting mo
vement）を、特にメカナムホイール回転軸心に対するキャンバー角度範囲内であればいず
れの場合でも、可能にする。好ましくは、このメカナムホイール回転軸心は、駆動シャフ
トによって規定される。
【０００８】
　車両についての上記の目的は、請求項１１の構成を備えた車両によって達成される。詳
細には、複数のメカナムホイールをプラットホームに設置し、これら各メカナムホイール
を、共通の駆動部を介して駆動可能なものとするか、または、好ましくはこれに代えて、
それら各メカナムホイールにそれぞれ別個の駆動部を割り当てて（assigned）、異なる回
転速度および／または異なる回転方向で互いに独立して駆動可能なものとする。
【０００９】
　その他にも、有利な改良形態が、従属請求項に記載されている。本発明の範囲には、明
細書および／または特許請求の範囲および／または図面に開示された少なくとも２つの構
成のあらゆる組合せが包含される。
【００１０】
　傾いたローラが周方向に連なって配置されたリムを１つだけ備える従来のメカナムホイ
ールで、ユーザが「浮いている」不安定な走行状態と感じる走行挙動の理由の原因が、特
に、隣接するローラ間で地面または路面との接触が１つのローラから次のローラに移る際
に、ローラが１つしか地面または路面に接触しておらず、さらに、その接触領域が実質的
に点接触でしかない点にあることに気付いて、本発明はなされた。そのようなメカナムホ
イール（したがって、車両）は、わずかなドリフトしか出来ない。本発明は、この問題を
解消するために、傾いたローラが配置された第１リムに加えて、傾いたローラが配置され
た少なくとも１つのさらなるリムを設け、これらのリムを組み合せることにより、１つの
メカナムホイールとしている。好ましくは、２つのリムが、後述するように、定められた
範囲内で相対的に、あらゆる方向に偏向可能（omnidirectional ）、運動可能（moveable
）、回動可能（rotatable ）、変位可能（displaceable）、傾動可能（傾斜可能、tiltab
le）である。本発明では、前記制動手段が、少なくとも２つのリムの間の制動され、限定
された相対運動を、周方向において可能にするように形成されている。これにより、それ
らのリムは、限定された程度において相対回転をすることができる。これに代えて、また
は、好ましくはこれに加えて、その制動手段は、それらのリムについて、一種の相対的な
せん断運動または平行移動を可能にする。すなわち、その制動手段は、それらのリムの相
対運動を、メカナムホイール回転軸心に直交する方向において、および／または、第１リ
ム回転軸心に直交する方向において、および／または、第２リム回転軸心に直交する方向
において可能にする。
【００１１】
　これに代えて、または、好ましくはこれに加えて、その制動手段は、それら２つのリム
回転軸心の相対的な傾斜運動を、特に、メカナムホイール回転軸心に対するキャンバー角
度範囲内であればいずれの場合でも、可能にする。好ましくは、このメカナムホイール回
転軸心は、駆動シャフトによって規定される。本発明では、一緒に駆動可能な２つのリム
を、制動手段（一具体例では、ハブショックアブゾーバー（hub shock absorbers ））を
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介して、（適宜必要とされる当該リム間の限定された相対回転を除いて）一緒に回転する
（共回りする）ように接続している。これにより、それら２つのリムのある程度の相対運
動を可能にすることができる。この制動手段は、少なくとも２つのリム間の前記相対運動
を可能とする一方、それらリムの相対位置が許容できないものになるのを防ぐために、そ
の相対運動を制限する機能も有する。本発明にかかるメカナムホイールの構成により、あ
らゆる動作状態において、すなわち、少なくとも２つのリムを備えたメカナムホイールの
、地面または路面に対するあらゆる相対回転位置において、地面または路面との接触を、
当該メカナムホイールの少なくとも２つのローラ、すなわち、当該メカナムホイールのリ
ムごとに少なくとも１つのローラを介して確保することができる。その結果、先行技術に
おける不満足なドリフト動作を解消することができる。また、そのような少なくとも２つ
の接触点の間の距離が、メカナムホイール軸心方向に沿って十分に離れているので、地面
または路面に対する当該メカナムホイールの支持が、確実に最適なものとなる。さらに、
後述するように、メカナムホイールの構成しだいでは、実質的にあらゆる動作状態におい
て、地面または路面に対するメカナムホイールの接触領域を３つ以上確保することも可能
になる。
【００１２】
　さらに、本発明の思想に従った構成を有するメカナムホイールを装備した車両の実効を
得るには、リム軸心に対して傾いて配置されたローラ（傾いたローラ回転軸心を有するロ
ーラ、すなわち、ローラ回転軸心がリム回転軸心に対して傾いているローラ）を具備する
リム同士が、互いに強固に接続されているのではなく、実際の地面または路面で遭遇する
凸凹を補償（相殺、吸収、offset）できるように、限定された範囲で（好ましくは、後述
する方向において）相対運動可能であることが重要となる。これにより、各メカナムホイ
ールは、平坦度のよくない地面または路面であっても、地面または路面との点接触を２つ
以上確保することができる。
【００１３】
　前記制動手段の具体的な構成としては、幅広い選択肢が考えられる。特に好ましくは、
前記制動手段は、前述した種類の相対運動のうちの少なくとも１種、好ましくは全種類の
、限定された範囲の相対運動を可能にするように形成・配置された、エラストマー製の少
なくとも１つの制動要素を含む。
【００１４】
　好ましくは、前記制動手段は、前記少なくとも１つの制動要素を支持する支持部材を含
み、２つのリムのうちの少なくとも一方が、その少なくとも１つの制動要素により、この
支持部材に対して相対運動することができる。好ましくは、両方のリムが、制動要素を介
して、より好ましくは、それぞれのリムが、それぞれに対応する制動要素を介して、前記
支持部材に、特に、前記支持部材の両側のうちの対応する側に連結されている。特に好ま
しくは、前記支持部材は、少なくとも２つのリムに共通の駆動シャフトによって駆動可能
、特に、直接駆動可能である。この駆動シャフトは、前記支持部材に固定されるものでも
よいし、前記支持部材に一体形成されたものでもよい。好ましくは、前記駆動シャフトは
、前記支持部材に、一緒に回転するように着脱自在に連結されているかまたは連結可能で
ある。特に実用的な一構成では、前記支持部材が両方のリムの間に収容されており、前記
駆動シャフトが、インボード側のリムの中央の開口を貫通し、前記支持部材に連結可能な
ものとされる。駆動シャフトで前記支持部材を直接駆動する構成の場合、メカナムホイー
ル回転軸心は、前記支持部材の回転軸心によって規定される。好ましくは、メカナムホイ
ールの少なくとも１つの前記リム回転軸心、特に、すべての前記リム回転軸心が、限定さ
れた範囲で、メカナムホイール回転軸心に対して移動可能であり、特に、当該メカナムホ
イール回転軸心に対して周方向に移動可能、および／または、当該メカナムホイール回転
軸心に直交する方向に移動可能、および／または、当該メカナムホイール回転軸心に対し
て傾斜するように移動可能（当該メカナムホイール回転軸心に対してキャンバー角度がつ
くように移動可能）である。上述した構成よりは好適性が劣るものの、他の構成として、
前記駆動シャフトを第１リムに直接連結したうえで、この第１リムを前記制動手段を介し
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てさらなるリム（第２リム）に接続する構成も考えられる。この構成の場合、前記メカナ
ムホイール回転軸心は、前記第１リム回転軸心によって定められる。
【００１５】
　好ましくは、前記支持部材が、当該支持部材を前記少なくとも１つの制動要素と連結す
るために、その制動要素における対応する開口、特に、周方向に離間した複数の箇所に設
けられた開口（好ましくは、少なくとも３つの開口）に係合する延設部、好ましくは、当
該支持部材の回転軸心方向に向いた延設部を具備している。好ましくは、前記リムも、前
記支持部材とは反対側から、前記制動要素における対応する開口、好ましくは、その制動
要素における前記支持部材の係合箇所とは周方向におよび／または径方向にずれた開口に
係合する。最も好ましくは、前記支持部材の各端面に制動要素が設けられ、その各制動要
素に、対応するリムが固定されている。２つの制動要素を設ける場合、これら２つの制動
要素の制動挙動を、同一となるように構成してもよいし、相異なるように構成してもよい
。
【００１６】
　また、本発明の思想に従った構成を有するメカナムホイールを装備した車両の走行挙動
を向上させるにあたって、複数のローラを支持するリムを複数設けるのに加えて、前記第
１リムの少なくとも１つのローラおよび／または前記第２リムの少なくとも１つのローラ
、好ましくは、メカナムホイールのすべてのローラを、互いに独立して回転自在に取り付
けられた、好ましくは共通の仮想的な回転軸心を中心として回転自在に取り付けられた、
少なくとも２つの部分ローラを有するものとすることにより、相乗効果を奏することがで
きる。この場合、好ましくは、そのような複数の部分ローラは、樽形状の輪郭を形成して
いる。すなわち、中央平面からの距離が増すにつれて、ローラ径が減少している。１つの
ローラにおける部分ローラ同士は、当該部分ローラの回転軸心（好ましくは、共通の回転
軸心）方向に沿って離間している。これにより、メカナムホイールの実質的にあらゆる動
作状態において、路面または地面とメカナムホイールとの接触箇所を３つ以上確保（特に
、４つは確保）することができる。
【００１７】
　また、ローラの有利な構成として、好ましくは、ローラを形成する２つの部分ローラ、
すなわち、部分ローラ対が、リムから当該部分ローラ間の領域に延出した共通の支持体に
保持されている。好ましくは、前記支持体が、各側で前記部分ローラに係合するアームを
、部分ローラごとに具備しており、かつ、その各部分ローラが、少なくとも１つの転がり
軸受を介して、対応する前記アームに取り付けられている。好ましくは、前記アームは自
由端部を有している。すなわち、前記アームは、内側が共通の支持体に支持されている一
方で、外側が自由な状態にされている。
【００１８】
　原則的には、１つの部分ローラ対における部分ローラを、それぞれ、相対的に傾いた部
分ローラ回転軸心を中心として回転自在なものとする構成でも、メカナムホイールの最適
なかつ安定した運動を十分有利に実現することが可能である。しかしながら、相対回転可
能に離間して配置された部分ローラの各部分ローラ回転軸心は、前記支持体のアームによ
って規定された共通のローラ回転軸心となるのが好ましい。
【００１９】
　複数の部分ローラで各ローラを形成する場合のさらなる改良形態として、部分ローラ対
（またはローラ）の部分ローラ同士を、実現したい所望のまたは特殊な走行特性に応じて
、相異なる表面構造および／または相異なる材料もしくは表面材料を有するものとしても
よい。これに代えて、または、これに加えて、前記第１リムのローラと前記第２リムのロ
ーラとを、相異なる表面構造および／または相異なる材料を有するものとしてもよい。例
えば、前記第１リムのローラの表面または部分ローラの表面をエラストマー製とし、前記
第２リムのローラおよび／または部分ローラをそれとは異なる材料、例えば、金属製とす
る構成、および／または、これらのローラもしくはこれらの部分ローラを、スパイクまた
は粗いオフロード用トレッドを具備したものとする構成などが考えられる。また、本発明
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は、本発明の思想に従った構成を有するメカナムホイールを少なくとも１つ備えた車両、
特に、本発明の思想に従った構成を有するメカナムホイールを４つ備えた車両も提供可能
である。好ましくは、各メカナムホイールに、そのメカナムホイールをそれに対応するメ
カナムホイール回転軸心を中心として駆動する駆動部、より好ましくは電気駆動部が割り
当てられている。前記駆動シャフトが一方のリムに連結固定されている場合、このメカナ
ムホイール回転軸心は、その一方のリムの軸心によって規定される。前記駆動シャフトが
前記支持部材（好ましくは、中間に位置する前記支持部材）または前記制動要素に連結さ
れている構成（好ましい構成）では、そのメカナムホイール回転軸心は、当該支持部材の
回転軸心によって規定される。当然ながら、そのような車両には、前記駆動部を周知の方
法で適切に作動させることによって所定の走行方向または運転者の所望の走行方向に進む
ように、その駆動部に信号伝達可能に接続された、制御手段が設けられている。
【００２０】
　特に実用的な一構成において、本発明の思想に従った構成を有する少なくとも１つのメ
カナムホイールは、支承アームを介して装着される。さらに好ましくは、メカナムホイー
ルの前記支承アームは、前記駆動部の適切な取付部を介して取り付けられる。前記支承ア
ームは、（なおいっそう好ましくは車両のプラットホームに取り付けられたねじりばね要
素により、）メカナムホイール回転軸心から離間したねじり軸心を中心として、限定され
た角度範囲で、制動された回動が可能であり、および／または、前記ねじり軸心に直交し
て延びる第２の支承軸心を中心として、限定された範囲で、回動もしくは偏向が可能（pi
votable or deflectable）である。最も好ましくは、前記支承アームを取り付けるにあた
って、ゴム製のばね要素が使用される。例えば、漸増／漸減する（slightly progressive
）ばね特性曲線を持つ、Ｒｏｓｔａ社から入手可能なゴム製のばね要素を使用することが
できる。
【００２１】
　本発明の思想に従った構成を有する車両のその他の構成としては、幅広い選択肢が考え
られる。例えば、そのような車両は、乗用車両（特に、移動が自由に行えない人のための
乗用車両）または多用途車両として構成されたものである。
【００２２】
　本発明のさらなる改良形態および詳細は、図面を参照しながら行う、好ましい例示的な
実施形態についての以下の説明から明らかになる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
　図面において、同じ構成要素および同じ機能を有する構成要素には、同一の符号が付さ
れている。
【図１】本発明にかかるメカナムホイールの好ましい例示的な一実施形態を示す分解図で
ある。
【図２】２つの部分ローラ（部分ローラ対）で構成されたローラの構造を示す図である。
【図３】組立後のメカナムホイールの斜視図である。
【図４】図３のメカナムホイールの断面図である。
【図５】２つのリムが限定された相対回転を行えることを説明する図である。
【図６】２つのリムが限定された相対回転を行えることを説明する他の図である。
【図７】あらゆる動作状態またはあらゆる時点において、地面または路面に対するメカナ
ムホイールの接触面を２つ以上確保できることを説明するための、メカナムホイールの図
である。
【図８】（リム同士の平行移動が可能であることを説明するための）メカナムホイールの
図である。
【図９】（リム同士の平行移動が可能であることを説明するための）メカナムホイール他
の図である。
【図１０】２つのリムが、キャンバー角度がつくように相対的に傾斜可能であることを説
明するための、メカナムホイールの図である。
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【図１１】最大限のキャンバー角度を示す図である。
【図１２】駆動部を備え、さらに、この駆動部をメカナムホイールに取り付けるための、
制動された回動および傾動が可能な支承アーム（任意であるが好ましい構成）も備えた、
メカナムホイールの分解図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　図１を参照しながら、本発明にかかるメカナムホイール１の好ましい構成について説明
する。図示の例示的な実施形態において、メカナムホイール１は、ホイールリムの形態の
２つのリム、具体的には、第１リム２および第２リム３を備える。これらのリム２，３は
接続されており、図示しない駆動部によって一緒に駆動可能である。
【００２５】
　同図から明らかなように、いずれのリム２，３にも、複数のローラ４が、周方向に連な
って回転自在に配置されている。これらのローラ４は、ローラ中央からの距離が増すにつ
れて直径が減少する樽形状の輪郭を有している。後で図５を参照しながら詳述するが、各
ローラ４は、２つの部分ローラ、具体的には、第１部分ローラ５および第２部分ローラ６
で構成されている。各リム２，３のローラ４は、対応するリム２，３の回転軸心に対して
傾いて延びる仮想的なローラ軸心３８を中心として回転自在なものとされる。
【００２６】
　２つのリム２，３の間の領域には、ハブショックアブゾーバーの形態の制動手段７が設
けられている。好ましい一実施形態において、制動手段７は、リム２，３の間に配置され
た支持部材８を含み、この支持部材８の回転軸心が、メカナムホイール回転軸心９を規定
している。支持部材８は、図示しない駆動シャフト、特に、電気モータ駆動部の駆動シャ
フトに直接連結されており、その中央にシャフト取付部１０を有している。
【００２７】
　このシャフト取付部１０を含むハブ領域１１から、ディスク状のリング１２が径方向に
延出している。このリング１２は、周方向に均等に分布した３つの延出部３９を、両側に
保持している。このリング１２の２つの互いに反対方向に向いた各側における延設部３９
に対し、制動要素１３，１４をそれぞれ嵌め込んで、図示しない適切なねじを用いて固定
することができる。例えば、このようなねじは、延出部３９に螺合するものとされる。制
動要素１３，１４には、その延出部に対する適切な取付部１５が設けられている。さらに
、この取付部１５から径方向に離設された固定取付部１６により、特に、図示しない適切
なねじを用いて、リム２，３を固定することができる。したがって、組立後の状態では、
２つのリム２，３が、中間に位置する支持部材８に対し、２つの制動要素１３，１４を介
して固定されている。これにより、２つのリム２，３を共通の駆動部によって共通の周方
向に駆動することができると同時に、これらリム２，３を、後述するように限定された範
囲ではあるが、全方向に相対運動可能なもの（図示の例示的な実施形態では、さらに、支
持部材８に対しても全方向に運動可能、したがって、メカナムホイール回転軸心９に対し
ても全方向に運動可能なもの）とすることができる。
【００２８】
　図２に、ローラ４の構造を示す。このローラ４は、図１を参照しながら説明したように
、樽形状の輪郭を有している。また、このローラ４は、共通のローラ回転軸心方向に沿っ
て離間するとともにこの軸心を中心として相対回転自在に取り付けられた、２つの部分ロ
ーラ５，６を有する。それぞれの部分ローラ５，６の内部には、中央領域、すなわち、支
持体１９（簡単に図示）から延びる支承軸１７，１８が配置されている。支持体１９は、
各リム２，３に対し、当該リム２，３に傾いて固定される。支承軸１７，１８は、支持体
１９と一体形成されていても、支持体１９に固定されていてもよい。支持体１９の互いに
反対側に向いた各側における支承軸１７，１８は、自由端部を有しており、部分ローラ５
，６が転がり軸受２０，２１（簡単に図示）を介して当該支承軸１７，１８に回転自在に
取り付けられている。
【００２９】
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　図３に、図１の分解図のメカナムホイールの、組立後の状態を示す。同図には、その中
央に、中間に位置する支持部材８の、シャフト取付部１０を含むハブ領域１１、さらに、
内周側に設けられた取付部１５を介して支持部材８に設置されて外周側が適切な取付部１
６を介して第２リム３にねじ連結された制動要素１４、が示されている。
【００３０】
　その結果、支持部材８によって規定されたメカナムホイール回転軸心方向に沿って、二
列のローラが配置されることになる。一具体例では、二列のローラが、常に２組隣接して
配置されており、静止状態では、これら二列のローラの各ローラ回転軸心が互いに平行に
向いている。動的運動状態になると、２つの（または複数の）リム回転軸心は、互いのベ
クトルの向きが、荷重に応じてわずかにずれる。
【００３１】
　図４は、組立後のメカナムホイール１の断面図であり、このメカナムホイール１には全
方向に作用する制動手段が設けられている。同図に示されているように、２つのリム２，
３には、それぞれ、メカナムホイール回転軸心９に対して傾いたローラ４が、支持体１９
を介して固定されている。さらに、同図に示されているように、中間に位置する支持部材
８の各側には、所定の範囲内でゴム弾性を示す、制動要素１３，１４が設置されている。
これら制動要素１３，１４は、それぞれ、対応する一方のリム２，３に固定されると同時
に、インボード側は支持部材８の外周側のリング１２に固定されている。
【００３２】
　図５および図６を参照しながら、２つのリムの相対調節が可能であることを説明する。
図５に示すように、２つのリム２，３は互いにねじり可能である。具体的には、制動要素
１３，１４により、所定の範囲内でそのようなねじりが可能とされている。図６に示すよ
うに、そのようなねじり能力と利点は、例えば地面または路面２２の窪みや凹みの上を走
行する際に発揮される。図５および図６における矢印は、回転方向が相異なることを表し
ている。
【００３３】
　図７は、メカナムホイール１を「走行面」からみた図である。同図から分かるように、
あらゆる時点において、メカナムホイール１と地面または路面との間には、２つ以上の接
触点２３が確保（原則として、４つも確保）されている。また、あらゆる時点において、
そのような接触点は、メカナムホイール回転軸心方向に沿って離れており、それぞれ、異
なるローラまたは異なる部分ローラによってもたらされている。
【００３４】
　図８および図９は、メカナムホイール１の２つのリム２，３について、他の種類の相対
調節が可能であることを説明する図である。同図から分かるように、リム２，３間の平行
移動、すなわち、メカナムホイール回転軸心９に直交する方向における相対運動が可能で
ある。したがって、この過程では、せん断力が制動要素１３，１４に働いている。
【００３５】
　図１０は、さらに他の種類の相対調節が可能であることを説明する図である。図１１の
概略説明図から分かるように、第１リム２の第１リム回転軸心２４は、第２リム３の第２
リム回転軸心２５に対して傾動することができる。この目的のために、制動要素１３，１
４は、所定の領域（同図の例では、上方の領域）が圧縮されて、径方向の正反対の領域（
同図の例では、下方の領域）が（弾性的に）伸張される。図１１から分かるように、リム
回転軸心２４，２５は角度（傾斜角度）αを形成し、さらに、メカナムホイール回転軸心
に対してそれぞれキャンバー角度β，γを形成する。このとき、α＋β＋γ＝１８０°で
ある。
【００３６】
　図１２は、駆動部２６およびさらなる取付部２７を備えたメカナムホイール１の分解図
である。駆動部２６は、ハブ延出部２８を具備した電気モータである。このハブ延出部２
８は、組立後の状態において、支承アーム３０の開口２９を貫通する。
【００３７】
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　支承アーム３０は、フランジ領域３１に位置する前記開口２９の外周側に設けられた開
口３２を介して、駆動部２６に固定することができる。これにより、駆動部２６は、支承
アーム３０とともに、制動された回動運動をすることができる。駆動部２６は、駆動シャ
フト３３を具備している。この駆動シャフト３３は、メカナムホイール１のシャフト取付
部１０に挿通されて、当該メカナムホイール１に固定することができる。その場合、駆動
シャフト３３により、メカナムホイール回転軸心が、少なくとも１つのリム回転軸心に対
して定められる。好ましくは、両方のリム回転軸心２４，２５が、図示の例示的な実施形
態に示すように、相対的に移動可能である。
【００３８】
　支承アーム３０は、前記フランジ領域の面から離れた端部領域において、ねじりばね要
素の形態のゴム製のばね要素３４に固定することができる。このばね要素３４は、ねじり
軸心ＴＡを中心とした限定されたねじり運動Ｔ、さらに、ねじり軸心ＴＡに直交して延び
る仮想的な回動軸心ＳＡを中心とした傾斜運動または回動運動Ｓを可能にする。
【００３９】
　支承アーム３０には、インボード側のハウジングシェル３５を固定することができる。
このハウジングシェル３５は、組立後の状態においてメカナムホイール１を部分的に取り
囲む。さらに、インボード側のハウジングシェル３５には、アウトボード側のハウジング
シェル３６を固定することができる。これら両方のハウジングシェル３５，３６が、メカ
ナムホイール１を取り囲む。また、メカナムホイール１のローラが地面と接触できるよう
に、切欠き３７が開けられている。
【符号の説明】
【００４０】
１　　　メカナムホイール
２　　　第１リム
３　　　第２リム
４　　　ローラ
５　　　第１部分ローラ
６　　　第２部分ローラ
７　　　制動手段
８　　　支持部材
９　　　メカナムホイール回転軸心
１０　　シャフト取付部
１１　　ハブ領域
１２　　リング
１３　　制動要素
１４　　制動要素
１５　　取付部
１６　　固定取付部
１７　　支承軸
１８　　支承部
１９　　支持体
２０　　転がり軸受（例えば、玉軸受など）
２１　　転がり軸受
２２　　地面または路面
２３　　接触点
２４　　第１リム回転軸心
２５　　第２リム回転軸心
２６　　駆動部
２７　　取付部
２８　　ハブ延出部
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２９　　開口
３０　　支承アーム
３１　　フランジ領域
３３　　駆動シャフト
３４　　ゴム製のばね要素
３５　　インボード側のハウジングシェル
３６　　アウトボード側のハウジングシェル
３７　　切欠き
３８　　ローラ回転軸心
３９　　延設部
α　　　リム回転軸心間の角度
β，γ　リム回転軸心とメカナムホイール回転軸心との間の角度
Ｔ　　　ねじり運動
ＴＡ　　 ねじり軸心
Ｓ　　　回動運動
ＳＡ　　 回動軸心

【図１】 【図２】

【図３】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】
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